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＜建築物の用途＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

居住 

建築物用途分類の大分類「Ａ．居住専用住宅」、「Ｂ．居住専用準

住宅」及び「Ｃ．居住産業併用建築物」に属するもの。 

農林水産業 

建築物用途分類の大分類「Ｄ．農林水産業用建築物」に属するも

の。 

鉱業、採石業、砂利採取業、建設業 

建築物用途分類の大分類「Ｅ．鉱業、採石業、砂利採取業、建設

業用建築物」に属するもの。 

製造業 

建築物用途分類の大分類「Ｆ．製造業用建築物」に属するもの。 

電気・ガス・熱供給・水道業 

建築物用途分類の大分類「Ｇ．電気・ガス・熱供給・水道業用建築

物」に属するもの。 

情報通信業 

建築物用途分類の大分類「Ｈ．情報通信業用建築物」に属するも

の。 

運輸業 

建築物用途分類の大分類「Ｉ．運輸業用建築物」に属するもの。 

卸売業、小売業 

建築物用途分類の大分類「Ｊ．卸売業、小売業用建築物」に属す

るもの。 
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金融業、保険業 

建築物用途分類の大分類「Ｋ．金融業、保険業用建築物」に属す

るもの。 

不動産業 

建築物用途分類の大分類「Ｌ．不動産業用建築物」に属するもの。 

宿泊業、飲食サービス業 

建築物用途分類の大分類「Ｍ．宿泊業、飲食サービス業用建築

物」に属するもの。 

医療、福祉 

建築物用途分類の大分類「Ｏ．医療、福祉用建築物」に属するも

の。 

教育、学習支援業 

建築物用途分類の大分類「N．教育、学習支援業用建築物」に属

するもの。 

その他のサービス業 

建築物用途分類の大分類「Ｐ．その他のサービス業用建築物」に

属するもの。 

国家公務、地方公務 

建築物用途分類の大分類「Ｑ．公務用建築物」に属するもの。 

その他 

建築物用途分類の大分類「Ｒ．他に分類されない建築物」に属す

るもの。 
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＜構造＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

木造 

主要構造部（建築基準法第２条第５号の定義による。以下同じ。）

が木造のもの。（木造モルタル塗及び土蔵造を含む。） 

鉄骨鉄筋コンクリート造 

主要構造部が鉄骨と鉄筋コンクリートを一体化した構造。（CFT

構造を含む。） 

鉄筋コンクリート造 

主要構造部が型枠の中に鉄筋を組みコンクリートを打込んで一体

化した構造。 

鉄骨造 

主要構造部が鋼材（炭素鋼若しくはステンレス鋼）又は鋳鉄で造ら

れたもの。（鉄骨を耐火被覆してあるもの、軽量鉄骨造も本分類に

含む。） 

コンクリートブロック造 

鉄筋で補強されたコンクリートブロック造のもの。（外壁ブロック造

を含む。） 

その他 

石造、れん瓦造、無筋コンクリート造、無筋コンクリートブロック造、

その他、他の分類に該当しない構造のもの。 

 

＜工事の変更＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 １ 

１年以上未着工 

 ２ 
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工事中止 

３ 

用途変更 

 ４ 

構造変更  

 

＜工事実施額＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

        主体工事実施額、建築設備工事実施額（定義 建築基準法第２条

第３号の定義による「建築設備」に要する費用）の合計 


